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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の特定部位を含む３次元の走査範囲を、超音波探触子を介して超音波ビームで繰
り返し走査する走査部と、
　前記走査部による受信信号に基づいて、時系列の複数のボリュームデータファイルを発
生するボリュームデータ発生部と、
　前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記特定部位の短軸断面に関する複
数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する断面画像発生部と、
　前記複数の短軸断面画像上での前記特定部位の位置の変化に応じて前記複数の短軸断面
画像各々の表示画面内における表示位置を変更して、前記複数の短軸断面画像を表示する
画像表示部と、を具備する超音波診断装置であって、
　前記走査部は、前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記特定部位の外壁輪
郭を抽出し、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭に基づいて定めた３次元の範囲
を３次元の高密度走査範囲に設定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記
３次元の走査範囲のうちの前記３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるよ
うに走査線密度を設定して、前記３次元の走査範囲を、前記超音波探触子を介して超音波
ビームで走査し、
　前記３次元の高密度走査範囲は、前記特定部位の中心点を中心とし、前記外壁輪郭を含
む画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
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【請求項２】
　前記特定部位は、前記被検体の心臓であり、
　前記画像表示部は、前記複数の短軸断面画像上での時間経過に伴う心臓像の位置又は形
状の変化に応じて、前記複数の短軸断面画像各々の表示画面内における表示位置又は大き
さを変更して、前記複数の短軸断面画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記複数の短軸断面画像各々に描出される前記心臓像の解剖学的に特徴のある基準点を
特定する基準点特定部をさらに具備し、
　前記画像表示部は、前記特定された基準点各々と画像表示領域の基準点とを略一致させ
て、前記複数の短軸断面画像各々を前記画像表示領域に表示する、
　ことを特徴とする請求項２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記画像表示部は、前記短軸断面画像に描出される心臓像の大きさに基づいて前記短軸
断面画像の拡大率を決定し、前記決定した拡大率で前記複数の短軸断面画像を前記画像表
示領域に表示する、
　ことを特徴とする請求項２又は３記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記画像表示部は、前記外壁輪郭の幅と前記画像表示領域の幅とに基づいて前記拡大率
を決定し、前記決定された拡大率で前記複数の短軸断面画像を動画表示する、請求項４記
載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記複数のボリュームデータファイルのうちの一つのボリュームデータファイルから前
記特定部位の長軸断面に関する長軸断面画像を発生する長軸画像発生部と、
　前記長軸断面画像に対して表示範囲を設定する表示範囲設定部と、をさらに備え、
　前記短軸画像発生部は、前記設定された表示範囲の始点と終点との間で複数の短軸断面
を計算し、前記計算された複数の短軸断面に関する複数の短軸断面画像のデータを発生し
、
　前記画像表示部は、前記複数の短軸断面画像各々を順次表示する、
　ことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記画像表示部は、
　前記表示されている短軸断面画像に関する短軸断面の位置を示すマーカを前記長軸断面
画像上に表示する、
　ことを特徴とする請求項６記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記画像表示部は、
　表示される短軸断面画像の総数と、表示されている短軸断面画像が何番目に表示された
かを示す数字との少なくとも一つを示すインジケータを表示する、
　ことを特徴とする請求項５記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記特定部位は、前記被検体の心臓であり、
　前記心臓の拡張期における短軸断面画像と収縮期における短軸断面画像とを特定する特
定部をさらに備え、
　前記走査部は、前記拡張期における短軸断面画像と前記収縮期における短軸断面画像と
について、前記特定部位の外壁輪郭を抽出し、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪
郭を含む３次元の範囲を３次元の高密度走査範囲に設定し、前記心臓の動きに前記３次元
の高密度走査範囲を追従させる、
　ことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
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　前記画像領域は、概円形領域である、請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　被検体の心臓を含む３次元の走査範囲を超音波探触子を介して超音波ビームで繰り返し
走査する走査部と、
　前記走査部による受信信号に基づいて、時間的に連続な複数のボリュームデータファイ
ルを発生するボリュームデータ発生部と、
　前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心臓の所定の短軸断面に関する
複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する短軸画像発生部と、
　前記複数の短軸断面画像上での時間経過に伴う心臓像の表示位置の変化に合わせて、前
記複数の短軸断面画像各々の表示画面内における表示位置を変更して、前記複数の短軸断
面画像を表示する画像表示部と、
　を具備する超音波診断装置であって、
　前記走査部は、前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記心臓像の外壁輪郭
を抽出し、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元の高
密度走査範囲に設定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走査
範囲のうちの前記３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線密
度を設定して、前記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超音波
探触子を介して超音波ビームで走査し、
　前記３次元の高密度走査範囲は、前記心臓像の中心点を中心とし、前記外壁輪郭を含む
画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　被検体の心臓を含む３次元の走査範囲に対し超音波探触子を介して超音波ビームで繰り
返し走査する走査部と、
　前記走査部による受信信号に基づいて、時間的に連続な複数のボリュームデータファイ
ルを発生するボリュームデータ発生部と、
　前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心臓の所定の短軸断面に関する
複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する短軸画像発生部と、
　前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心臓の所定の長軸断面に関する
複数の長軸断面画像のデータをそれぞれ発生する長軸画像発生部と、
　前記複数の長軸断面画像での時間経過に伴う心臓像の表示位置の変化に合わせて、前記
複数の短軸断面画像各々の表示画面内における表示位置を変更して、前記複数の短軸断面
画像と前記複数の長軸断面画像とを順次表示する画像表示部と、
　を具備する超音波診断装置であって、
　前記走査部は、前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記心臓像の外壁輪郭
を抽出し、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元の高
密度走査範囲に設定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走査
範囲のうちの前記３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線密
度を設定して、前記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超音波
探触子を介して超音波ビームで走査し、
　前記３次元の高密度走査範囲は、前記心臓像の中心点を中心とし、前記外壁輪郭を含む
画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１３】
　被検体の心臓を含む３次元の走査範囲に対して超音波ビームを送受信する超音波探触子
と、
　前記超音波探触子による受信信号に基づいて、時間的に連続な複数のボリュームデータ
ファイルを発生するボリュームデータ発生部と、
　前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心臓の所定の短軸断面に関する
複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する短軸画像発生部と、
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　前記複数の短軸断面画像各々に描出される心臓像の範囲と前記走査範囲とに基づいて、
前記３次元の走査範囲における走査線密度を変化させる走査制御部と、
　を具備する超音波診断装置であって、
　前記走査制御部は、前記複数の短軸断面画像各々において前記心臓像の外壁輪郭を抽出
し、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元の高密度走
査範囲に設定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走査範囲の
うちの前記３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線密度を設
定して、前記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超音波探触子
を介して超音波ビームで走査し、
　前記３次元の高密度走査範囲は、前記心臓像の中心点を中心とし、前記外壁輪郭を含む
画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１４】
　被検体の心臓を含む３次元の走査範囲に対して超音波ビームを送受信する超音波探触子
と、
　前記超音波探触子による受信信号に基づいて、時間的に連続な複数のボリュームデータ
ファイルを発生するボリュームデータ発生部と、
　前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心臓の所定の短軸断面に関する
複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する短軸画像発生部と、
　前記複数の短軸断面画像上での時間経過に伴う心臓像の位置の変化に応じて前記３次元
の走査範囲を変化させる走査制御部と、
　を具備する超音波診断装置であって、
　前記走査制御部は、前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記心臓像の外壁
輪郭を抽出し、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元
の高密度走査範囲に設定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の
走査範囲のうちの前記３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査
線密度を設定して、前記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超
音波探触子を介して超音波ビームで走査し、
　前記３次元の高密度走査範囲は、前記心臓像の中心点を中心とし、前記外壁輪郭を含む
画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　被検体の特定部位を含む３次元の走査範囲を、超音波探触子を介して超音波ビームで繰
り返し走査する機能と、
　前記超音波探触子からの出力に基づいて、時間的に連続な複数のボリュームデータファ
イルを発生する機能と、
　前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記特定部位の短軸断面に関する複
数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する機能と、
　前記複数の短軸断面画像上での前記特定部位の位置の変化に応じて前記複数の短軸断面
画像各々の表示画面内における表示位置を変更して、前記複数の短軸断面画像を表示する
機能と、
　前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記特定部位の外壁輪郭を抽出する機
能と、
　前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元の高密度走査
範囲に設定する機能であって、前記３次元の高密度走査範囲は、前記特定部位の中心点を
中心とし、前記外壁輪郭を含む画像領域に相当する３次元の範囲に設定される機能と、
　前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走査範囲のうちの前記３次
元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線密度を設定する機能と、
　前記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超音波探触子を介し
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て超音波ビームで走査する機能と、
　を実現させる超音波走査プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時間経過に伴って被検体体内を動く臓器、特に心臓を含む領域を超音波スキ
ャンすることにより発生したボリュームデータを処理する超音波診断装置及び超音波走査
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置によって被検体をリアルタイムに３Ｄスキャンして心臓に関する走査時
刻の異なる複数のボリュームデータファイル（時系列ボリュームデータ）を発生し、これ
ら複数のボリュームデータファイルに関する所望の断面画像を表示する場合がある。この
際、多断面変換（ＭＰＲ：Multi　Planar　Reformat）によって、心臓の長軸断面に関す
るＡ断面画像及びＢ断面画像、短軸断面に関するＣ断面画像を表示するのが一般的である
。
【０００３】
　一方、超音波診断装置等の医用画像発生装置にて発生されたボリュームデータファイル
内の種々の臓器像を、視点位置を変更しながら良好に表示する様々な方法がある（例えば
、特許文献１、特許文献２）。
【特許文献１】特開２００１―１４４９５号公報
【特許文献２】特開２００１―１７５８４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、心臓は拍動することにより収縮・拡張し、被検体体内を激しく移動する
。そのため、心臓に関する画像を表示する際には、以下のような問題が発生する。
【０００５】
（１）心臓の拍動によってＣ断面画像、特に拡張期におけるＣ断面画像に描出される心臓
像が画像表示領域からはみ出してしまう。　
（２）（１）に関連して、心臓像が表示範囲からはみ出さないようにスキャン位置を調整
すると収縮期におけるＣ断面画像に描出される心臓像が縮小表示される。　
（３）Depth値に合わせてＣ断面画像を表示するため、Ｃ断面画像全体が小さく表示され
る。　
（４）心臓の空間的な移動範囲全体をスキャンするためスキャン範囲が広くなってしまい
、フレームレートが低下してしまう。
【０００６】
　本発明の目的は、上記事情を鑑みてなされたもので、時間経過に伴ってその位置や形状
が変化する特定部位に関する種々の断面画像を、その位置や形状の変化に合わせて表示す
ることが可能な超音波診断装置及び超音波走査プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明に係る超音波診断装置は、第１の局面において、被検
体の特定部位を含む３次元の走査範囲を、超音波探触子を介して超音波ビームで繰り返し
走査する走査部と、前記走査部による受信信号に基づいて、時系列の複数のボリュームデ
ータファイルを発生するボリュームデータ発生部と、前記複数のボリュームデータファイ
ルに基づいて、前記特定部位の短軸断面に関する複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ
発生する断面画像発生部と、前記複数の短軸断面画像上での前記特定部位の位置の変化に
応じて前記複数の短軸断面画像各々の表示画面内における表示位置を変更して、前記複数
の短軸断面画像を表示する画像表示部と、を具備する超音波診断装置であって、前記走査
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部は、前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記特定部位の外壁輪郭を抽出し
、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭に基づいて定めた３次元の範囲を３次元の
高密度走査範囲に設定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走
査範囲のうちの前記３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線
密度を設定して、前記３次元の走査範囲を、前記超音波探触子を介して超音波ビームで走
査し、前記３次元の高密度走査範囲は、前記特定部位の中心点を中心とし、前記外壁輪郭
を含む画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、ことを特徴とする。
　本発明に係る超音波診断装置は、第２の局面において、被検体の心臓を含む３次元の走
査範囲を超音波探触子を介して超音波ビームで繰り返し走査する走査部と、前記走査部に
よる受信信号に基づいて、時間的に連続な複数のボリュームデータファイルを発生するボ
リュームデータ発生部と、前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心臓の
所定の短軸断面に関する複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する短軸画像発生部
と、前記複数の短軸断面画像上での時間経過に伴う心臓像の表示位置の変化に合わせて、
前記複数の短軸断面画像各々の表示画面内における表示位置を変更して、前記複数の短軸
断面画像を表示する画像表示部と、を具備する超音波診断装置であって、前記走査部は、
前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記心臓像の外壁輪郭を抽出し、前記３
次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元の高密度走査範囲に設
定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走査範囲のうちの前記
３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線密度を設定して、前
記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超音波探触子を介して超
音波ビームで走査し、前記３次元の高密度走査範囲は、前記心臓像の中心点を中心とし、
前記外壁輪郭を含む画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、ことを特徴とする。
　本発明に係る超音波診断装置は、第３の局面において、被検体の心臓を含む３次元の走
査範囲に対し超音波探触子を介して超音波ビームで繰り返し走査する走査部と、前記走査
部による受信信号に基づいて、時間的に連続な複数のボリュームデータファイルを発生す
るボリュームデータ発生部と、前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心
臓の所定の短軸断面に関する複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する短軸画像発
生部と、前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心臓の所定の長軸断面に
関する複数の長軸断面画像のデータをそれぞれ発生する長軸画像発生部と、前記複数の長
軸断面画像での時間経過に伴う心臓像の表示位置の変化に合わせて、前記複数の短軸断面
画像各々の表示画面内における表示位置を変更して、前記複数の短軸断面画像と前記複数
の長軸断面画像とを順次表示する画像表示部と、を具備する超音波診断装置であって、前
記走査部は、前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記心臓像の外壁輪郭を抽
出し、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元の高密度
走査範囲に設定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走査範囲
のうちの前記３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線密度を
設定して、前記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超音波探触
子を介して超音波ビームで走査し、前記３次元の高密度走査範囲は、前記心臓像の中心点
を中心とし、前記外壁輪郭を含む画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、ことを
特徴とする。
　本発明に係る超音波診断装置は、第４の局面において、被検体の心臓を含む３次元の走
査範囲に対して超音波ビームを送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子による受信
信号に基づいて、時間的に連続な複数のボリュームデータファイルを発生するボリューム
データ発生部と、前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心臓の所定の短
軸断面に関する複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する短軸画像発生部と、前記
複数の短軸断面画像各々に描出される心臓像の範囲と前記走査範囲とに基づいて、記３次
元の走査範囲における走査線密度を変化させる走査制御部と、を具備する超音波診断装置
であって、前記走査制御部は、前記複数の短軸断面画像各々において前記心臓像の外壁輪
郭を抽出し、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元の
高密度走査範囲に設定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走
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査範囲のうちの前記３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線
密度を設定して、前記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超音
波探触子を介して超音波ビームで走査し、前記３次元の高密度走査範囲は、前記心臓像の
中心点を中心とし、前記外壁輪郭を含む画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、
ことを特徴とする。
　本発明に係る超音波診断装置は、第５の局面において、被検体の心臓を含む３次元の走
査範囲に対して超音波ビームを送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子による受信
信号に基づいて、時間的に連続な複数のボリュームデータファイルを発生するボリューム
データ発生部と、前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前記心臓の所定の短
軸断面に関する複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する短軸画像発生部と、前記
複数の短軸断面画像上での時間経過に伴う心臓像の位置の変化に応じて前記３次元の走査
範囲を変化させる走査制御部と、を具備する超音波診断装置であって、前記走査制御部は
、前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記心臓像の外壁輪郭を抽出し、前記
３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元の高密度走査範囲に
設定し、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走査範囲のうちの前
記３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線密度を設定して、
前記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超音波探触子を介して
超音波ビームで走査し、前記３次元の高密度走査範囲は、前記心臓像の中心点を中心とし
、前記外壁輪郭を含む画像領域に相当する３次元の範囲に設定される、ことを特徴とする
。
　本発明に係る超音波走査プログラムは、ある局面において、コンピュータに、被検体の
特定部位を含む３次元の走査範囲を、超音波探触子を介して超音波ビームで繰り返し走査
する機能と、前記超音波探触子からの出力に基づいて、時間的に連続な複数のボリューム
データファイルを発生する機能と、前記複数のボリュームデータファイルに基づいて、前
記特定部位の短軸断面に関する複数の短軸断面画像のデータをそれぞれ発生する機能と、
前記複数の短軸断面画像上での前記特定部位の位置の変化に応じて前記複数の短軸断面画
像各々の表示画面内における表示位置を変更して、前記複数の短軸断面画像を表示する機
能と、前記表示された複数の短軸断面画像各々において前記特定部位の外壁輪郭を抽出す
る機能と、前記３次元の走査範囲のうちの前記外壁輪郭を含む３次元の範囲を３次元の高
密度走査範囲に設定する機能であって、前記３次元の高密度走査範囲は、前記特定部位の
中心点を中心とし、前記外壁輪郭を含む画像領域に相当する３次元の範囲に設定される機
能と、前記３次元の高密度走査範囲の走査線密度を、前記３次元の走査範囲のうちの前記
３次元の高密度走査範囲外の走査線密度よりも密になるように走査線密度を設定する機能
と、前記設定された走査線密度に従って前記３次元の走査範囲を、前記超音波探触子を介
して超音波ビームで走査する機能と、を実現させる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、時間経過に伴ってその位置や形状が変化する特定部位に関する種々の
断面画像を、その位置や形状の変化に合わせて表示することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（第１実施形態）
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。なお、本実施形態に係る超音
波診断装置は、時間経過に伴って被検体体内を移動する臓器、特に心臓をスキャン対象と
する。しかし、本実施形態に係る超音波診断装置のスキャン対象は心臓のみに限定されず
、被検体のあらゆる部位をスキャン対象とすることが可能である。
【００１６】
　図１は、第１実施形態に係る超音波診断装置１の構成を示す図である。図１に示すよう
に超音波診断装置１は、システム制御部１１を中枢として、超音波探触子１３、送受信部
１５、信号処理部１７、ボリュームデータ発生部１９、断面画像発生部２１、画像特定部
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２３、画像表示部２５、スキャン制御部２７、操作部２９、記憶部３１を有する。
【００１７】
　超音波探触子１３は、２次元状に配列された複数の圧電振動子を有する。個々の圧電振
動子は、送受信部１５からの駆動パルスの印加を受けて超音波を発生する。被検体等によ
って反射された超音波は、エコー信号として個々の圧電振動子で受信され、送受信部１５
に送信される。
【００１８】
　送受信部１５は、スキャン制御部２７の制御のもとに、被検体の心臓を含む３次元のス
キャン範囲を、超音波探触子１３を介して超音波ビームで繰り返しスキャンする。
【００１９】
　具体的には、送受信部１５は、図示しないレートパルス発生回路、送信遅延回路、駆動
パルス発生回路等を有している。レートパルス発生回路は、所定のレート周波数ｆrＨｚ
（周期；１／ｆr秒）で、レートパルスをチャンネル毎に繰り返し発生する。遅延回路は
、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束させ且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延
時間を各レートパルスに与える。駆動パルス発生回路は、各遅延されたレートパルスに基
づくタイミングで、超音波探触子１３に超音波駆動パルスを印加する。
【００２０】
　また、送受信部１５は、図示しないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、受信遅延回路、加算器
等を有している。アンプ回路は、超音波探触子１３から受信した被検体からのエコー信号
をチャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器は、増幅されたエコー信号をチャンネル毎にア
ナログ信号からデジタル信号に変換する。受信遅延回路は、デジタル信号に変換されたエ
コー信号を、ビーム状に集束させ且つ受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を各エコ
ー信号に与える。加算器は、遅延時間が与えられたエコー信号を加算する。この加算処理
により、エコー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と
送信指向性とにより超音波ビームが形成される。１の超音波ビームは、１の走査線に対応
する。
【００２１】
　信号処理部１７は、送受信部１５から走査線毎に受信したエコー信号に対して対数増幅
処理、包絡線検波処理等を行ない、信号強度が輝度情報で表現されるＢモードデータを発
生する。
【００２２】
　ボリュームデータ発生部１９は、走査線毎のＢモードデータを走査線の位置情報に基づ
いてメモリ上に３次元的に配列し、必要に応じて補間処理をすることで、ボリュームデー
タを発生する。このボリュームデータ発生処理はスキャン中リアルタイムに行なわれ、ボ
リュームデータ発生部１９は、時系列のボリュームデータを発生する。
【００２３】
　断面画像発生部２１は、ボリュームデータ各々を多断面変換（Multi Planar Reformat
：ＭＰＲ）処理することにより、ユーザにより操作部２９等を介して指定された任意断面
の断面画像データを発生する。具体的には、断面画像発生部２１は、ボリュームデータの
Ａ断面に関するＡ断面画像データ、Ｂ断面に関するＢ断面画像データ、Ｃ断面に関するＣ
断面画像データを発生する。
【００２４】
　図２は、ボリュームデータＶＤとA断面、Ｂ断面、Ｃ断面との位置関係を示す図である
。図２に示すように、ボリュームデータＶＤの深さ方向をＺ軸に規定し、Ｚ軸に直交する
２軸をＸ軸、Ｙ軸に規定する。ボリュームデータの電子走査面に平行な断面をＡ断面、電
子走査面の深さ方向に平行且つＡ断面に直交する断面をＢ断面、Ａ断面及びＢ断面に直交
する断面をＣ断面とする。Ａ断面画像とＢ断面画像とは心臓の長軸断面に関する画像であ
り、Ｃ断面画像は心臓の短軸断面に関する画像である。超音波探触子１３の超音波送受信
面からの距離をDepth値と呼ぶことにする。
【００２５】
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　なお、説明の簡単のため、ボリュームデータ各々から発生されるＣ断面の断面位置は、
全て同じ座標の断面であるとする。
【００２６】
　画像特定部２３は、図示しない心電計と接続されている。画像特定部２３は、心電計の
心電波形から心臓の拡張期や収縮期を特定し、特定した拡張期や収縮期に基づいて、拡張
期における画像や収縮期における画像を特定する。
【００２７】
　画像表示部２５は、スキャン中に実時間（リアルタイム）で発生されるＡ断面画像、Ｂ
断面画像、Ｃ断面画像をモニタ上の画像表示領域に動画表示する。図３は、表示画面を示
す図である。図３に示すように、表示画面は、Ａ断面画像が表示されるＡ断面画像表示領
域ＲＡ、Ｂ断面画像が表示されるＢ断面画像表示領域ＲＢ、Ｃ断面が表示されるＣ断面画
像表示領域ＲＣ、シェーマが表示されるシェーマ表示領域ＲＳに分割される。Ｃ断面画像
を表示する際、画像表示部２５は、位置調整処理や大きさ調整処理を行なう。位置調整処
理において画像表示部２５は、心臓の拍動等に伴うＣ断面画像上での心臓像の位置の変化
に合わせて、心臓像の基準点とＣ断面画像表示領域ＲＣとの基準点とを一致させてＣ断面
画像を表示する。大きさ調整処理において画像表示部２５は、心臓の拍動等に伴うＣ断面
画像上の心臓像の形状の変化に合わせて、心臓像の大きさを変更してＣ断面画像を表示す
る。
【００２８】
　スキャン制御部２７は、送受信部１５を制御することにより、送受信部１５に３次元の
スキャン範囲をスキャンさせる。
【００２９】
　記憶部３１は、ボリュームデータ発生部１９によって発生されたボリュームデータや断
面画像発生部２１によって発生された種々の断面画像データを記憶する。また、記憶部３
１は、ネットワークを介して取得したボリュームデータや種々の断面画像データを記憶す
る。また、記憶部３１は、種々の処理を行うためのプログラム等を記憶する。
【００３０】
　システム制御部１１は、超音波診断装置１としての動作を実現するように各構成要素を
制御する。システム制御部１１は、ＣＰＵ及びＲＡＭを含み、記憶部３１からプログラム
読み出して上記ＲＡＭ上に展開し、このプログラムに従った処理を上記ＣＰＵが実行する
ことによって制御機能を実現する。
【００３１】
　以下、第１実施形態に係る超音波診断装置１の動作を説明する。
【００３２】
　まず、心臓のＣ断面画像を表示するうえでの問題点について図面を参照しながら説明す
る。スキャン中、心臓は拍動することによって、時間経過とともに空間的な位置及び形状
を変化させる。図４（ａ）は、収縮期におけるＡ断面画像上の心臓像を例示する図であり
、図４（ｂ）は、拡張期におけるＡ断面画像上の心臓像を例示する図である。また、図５
（ａ）は、収縮期におけるＣ断面画像上の心臓像を例示する図であり、図５（ｂ）は、拡
張期におけるＣ断面画像上の心臓像を例示する図である。図４及び図５に示すように、心
臓像は、収縮期から拡張期にかけて心臓像の表示位置や形状を変化させる。そのため、例
えば収縮期におけるＣ断面画像の心臓像の中心点ＣＰがＣ断面画像表示領域ＲＣの中心と
一致している場合でも、拡張期におけるＣ断面画像の心臓像の中心点ＣＰは、表示領域の
中心からずれてしまったり、心臓像が表示領域ＲＣからはみでてしまったりする場合があ
る。
【００３３】
　上記の問題点を解決するために、画像表示部２５は、位置調整処理と大きさ調整処理と
を行う。まず、位置調整処理を説明する。図６は、位置調整処理前と処理後におけるＣ断
面画像とを示す図である。表示するＣ断面画像のデータを断面画像発生部２１から受信す
ると画像表示部２５は、既存の技術を用いて、Ｃ断面画像に描出される心臓像の中心点Ｃ



(10) JP 5366385 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

Ｐを特定する。そして、画像表示部２５は、心臓像の中心点ＣＰとＣ断面表示領域の中心
ＲＰとを一致させてＣ断面画像を表示する。
【００３４】
　位置調整処理により、時間経過に伴う心臓像の位置の変化に関係なく、常にＣ断面画像
表示領域ＲＣの中心と心臓像の中心点ＣＰとを一致させてＣ断面画像を動画表示すること
が可能となる。なお、Ｃ断面画像を例にして位置調整処理を説明したが、位置調整処理は
、Ａ断面画像やＢ断面画像等の任意の断面画像に適用可能である。また上記の位置調整処
理では、心臓像の中心点とＣ断面画像表示領域の中心とを一致させるとした。しかしなが
らこれに限定する必要はなく、例えば、心臓像の解剖学的に特徴のある点と、Ｃ断面画像
表示領域の中心とを一致させるとしてもよい。
【００３５】
　次に、画像表示部２５による大きさ調整処理を説明する。ボリュームデータは、図２に
示すように４角錐形状をしている。そのため、Ｃ断面画像のＸ軸及びＹ軸方向の幅は、ボ
リュームデータの最下端におけるＣ断面画像の幅を最大として、深さ方向（Ｚ軸方向）の
位置に応じて変化する。そのため、例えば図７（ａ）に示すように、幅が約７０ｍｍの心
臓像が１００ｍｍ幅のＣ断面画像表示領域に表示される。そのため、心臓像がＣ断面画像
表示領域の大きさに比して小さく、ユーザは心臓像を観察しにくい。そこで、画像表示部
２５は、Ｃ断面画像に大きさ調整処理を行なうことにより、図７（ｂ）に示すように、心
臓像の幅をＣ断面画像表示領域の幅に合わせて表示する。
【００３６】
　大きさ調整処理の具体的な処理を説明する。なお、心臓像の中心点と表示領域の中心と
は、位置調整処理により、一致しているとする。まず断面画像発生部２１により発生され
た所定の心時相におけるＣ断面画像のデータを受信すると画像表示部２５は、Ｃ断面画像
に描出される心臓像の外壁輪郭を抽出する。所定の心時相とは、典型的には、心臓像のＣ
断面画像上の面積が最大となる時相である。この心時相は、予め設定されているとしても
、ユーザが動画表示されるＣ断面画像を観察して設定するとしてもよい。次に画像表示部
２５は、抽出された外壁輪郭のＣ断面画像上の幅と、Ｃ断面画像表示領域の幅とが一致す
るような、pan値（拡大率）を決定する。そして画像表示部２５は、決定されたpan値でＣ
断面画像を表示する。
【００３７】
　大きさ調整処理により、Ｃ断面画像の深さ方向の位置（Depth値）に依らず、常に最適
な大きさでＣ断面画像を動画表示することが可能となる。
【００３８】
　なお、上記第１実施形態において、動画表示される複数のＣ断面画像の断面位置は、全
て座標が等しいとした。しかしながら第１実施形態はこれに限定されず、Ｃ断面画像の断
面位置は、解剖学的に同一の断面位置であってもよい。この場合、画像表示部２５は、長
軸断面に関するＡ断面画像やＢ断面画像上の心臓像の動きに合わせて、短軸画像に関する
Ｃ断面画像の表示位置や大きさ等を変更して表示することが可能となる。
【００３９】
　上記構成により、超音波診断装置１は、時間経過に伴ってその位置や形状が変化する心
臓等の特定部位に関する種々の断面画像を、その位置や形状の変化に合わせて表示するこ
とが可能となる。
【００４０】
（第２実施形態）
　第２実施形態では、Ｃ断面画像に描出された心臓像の範囲に基づいて走査線密度を変化
させることを特徴とする超音波診断装置１について説明する。なお以下の説明において、
第１実施形態と略同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は
必要な場合にのみ行う。
【００４１】
　第２実施形態に係るスキャン制御部２７は、Ｃ断面画像に描出された心臓像が占める範
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囲とスキャン範囲とに基づいてスキャン範囲内における走査線密度を変化させる。この走
査線密度変化処理は、スキャン中にリアルタイムに行なうとしても、一旦スキャンを停止
させてから行なうとしてもよい。
【００４２】
　図８は、走査線密度変化処理を説明するための図である。図８に示すように、３次元の
スキャン範囲は、スキャン制御部２７の制御のもとにスキャンされる。スキャン制御部２
７は、Ｃ断面画像に描出されている心臓像の外壁の輪郭ＣＯを抽出する。次にスキャン制
御部２７は、心臓像の中心点ＣＰを中心とし、抽出した輪郭を含む概円形領域ＲＡを設定
する。概円形領域ＲＡの半径は、中心点ＣＰと輪郭ＣＯとの最大長さとする。そしてスキ
ャン制御部２７は、概円形領域ＲＡ内に相当するスキャン範囲における走査線密度を“密
”に、スキャン範囲内にあり且つ概円形領域ＲＡ外の範囲ＲＢにおける走査線密度を“疎
”に設定する。例えば、１フレームの受信データを２５６本の走査線各々に１０２４点の
サンプル点を設けた状態を「走査線密度“密”」とした場合、「走査線密度“疎”」は走
査線一本ごとのサンプル点を５１２点としたり、又、１フレームの走査線を一本ごとに間
引いて１フレームの走査線数を１２８本としたりする。スキャン制御部２７は、このよう
に設定された走査線密度でスキャンを行なうように送受信部１５を制御し、送受信部１５
はスキャン範囲を超音波ビームでスキャンする。スキャンの結果収集されたデータに基づ
く画像に描出される心臓像は、走査線密度変化処理前の心臓像に比して画質が向上する。
【００４３】
　上記構成により、超音波診断装置１は、Ｃ断面画像に描出された心臓像の範囲に基づい
て走査線密度を変化させる。その結果、フレームレートが低減させることなく心臓像の画
質が向上する。
【００４４】
（第３実施形態）
　第３実施形態では、時間経過に伴うＣ断面画像上の心臓像の動きにスキャン範囲を追随
させることを特徴とする超音波診断装置１について説明する。なお以下の説明において、
第１や第２実施形態と略同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し、重複
説明は必要な場合にのみ行う。
【００４５】
　第３実施形態におけるスキャン制御部２７は、スキャン範囲追随処理により、時間経過
に伴うＣ断面画像上の心臓像の表示位置の変化に応じてスキャン範囲を変化させる。スキ
ャン範囲追随処理は、スキャン中にリアルタイムに行なわれるとしても、一旦スキャンを
停止させてから行なわれるとしてもよい。
【００４６】
　スキャン範囲追随処理を説明する。図９は、収縮期と拡張期とにおけるＣ断面画像上の
心臓外壁の輪郭を示す図である。図９に示すように、心時相によってＣ断面画像上の心臓
像の表示位置は異なる。スキャン範囲追随処理は、リアルタイムに発生される全てのＣ断
面画像に対して行なうとしても良いが、典型的には、収縮期における１のＣ断面画像と拡
張期における１のＣ断面画像に対して行なわれる。スキャン制御部２７は、収縮期及び拡
張期におけるＣ断面画像に描出される心臓像の外壁の輪郭部分を抽出する。次にスキャン
制御部２７は、各Ｃ断面画像に描出される心臓像の中心点を中心とし、抽出した輪郭を含
む概円形領域を設定する。概円形領域の半径は、中心点と輪郭との最大長さとする。図９
には、収縮期における概円形領域ＳＲと拡張期における概円形領域ＤＲとが例示されてい
る。そしてスキャン制御部２７は、収縮期における概円形領域ＳＲに相当する範囲を収縮
期におけるスキャン範囲に設定し、拡張期における概円形領域ＤＲに相当する範囲を拡張
期におけるスキャン範囲に設定する。
【００４７】
　スキャン範囲設定後、スキャン制御部２７は設定したスキャン範囲に基づいて送受信部
１５を制御することにより、送受信部１５は心臓の動きにスキャン範囲を追随させてスキ
ャンを行なうことが可能となる。
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【００４８】
　上記構成により、超音波診断装置１は、時間経過に伴うＣ断面画像上の心臓像の動きに
スキャン範囲を追随させる。その結果、無駄な範囲を走査しなくてよいため、フレームレ
ートが向上する。
【００４９】
（第４実施形態）
　第４実施形態では、Ａ断面画像又はＢ断面画像上に指定された範囲のＣ断面画像を自動
的に再生することを特徴とする超音波診断装置１について説明する。Ｃ断面画像自動再生
処理は、１のボリュームデータに対して行なわれる処理である。Ｃ断面は、Ａ断面及びＢ
断面に交差する断面とする。なお以下の説明において、第１や第２実施形態と略同一の機
能を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。
【００５０】
　第４実施形態における操作部２９は、Ａ断面画像又はＢ断面画像上に対して、Ｃ断面画
像の再生開始位置及び再生終了位置を設定する。再生開始位置及び再生終了位置は、典型
的には、直線で設定される。断面画像発生部２１は、設定された再生開始位置及び再生終
了位置に基づいてＣ断面画像を自動再生する範囲（以下、自動再生範囲と呼ぶ）を決定す
る。断面画像発生部２１は、決定された再生範囲内における複数の断面画像の断面位置を
算出する。そして断面画像発生部２１は、再生開始位置から再生終了位置におけるＣ断面
画像のデータを順に発生する。発生されたＣ断面画像は、画像表示部２５により自動再生
（表示）される。Ｃ断面画像の自動再生中、画像表示部２５は、Ｃ断面画像の再生状況を
示す種々のインジケータを表示する。
【００５１】
　次に、Ｃ断面画像自動再生処理を具体的に説明する。まずユーザは、操作部２９を介し
てＡ断面画像又はＢ断面画像にＣ断面画像の表示開始位置を表す再生開始直線とＣ断面画
像の表示終了位置を表す再生終了直線とを設定する。図１０は、Ａ断面画像に表示された
再生開始直線ＳＬと再生終了直線ＥＬとを示す図である。図１０に示すように、ユーザは
、Ａ断面画像の任意の位置に、再生開始直線ＳＬと再生終了直線ＥＬとを設定することが
可能である。例えばＡ断面画像に再生開始直線ＳＬと再生終了直線ＥＬとが設定されると
、画像表示部２５は、それぞれの直線ＳＬ、ＥＬの位置に対応するＢ断面画像上の位置に
再生開始直線ＳＬ´と再生終了直線ＥＬ´とを表示する。なお、再生終了直線ＥＬ´に広
がりがあるのは、再生終了直線ＥＬがＡ断面画像上で斜めに入力されたことに起因する。
【００５２】
　再生開始直線ＳＬと再生終了直線ＥＬとが入力されると断面画像発生部２１は、再生開
始直線ＳＬと再生終了直線ＥＬとに基づいて、自動再生範囲を決定する。自動再生範囲は
、Ａ断面画像に描出される心臓像の形状に合わせて決定される。図１１に示すように、決
定された自動再生範囲ＲＲは画像表示部２５により表示される。自動再生範囲ＲＲが決定
されると、断面画像発生部２１は、特許文献１や特許文献２に記載の技術を用いて、自動
再生範囲ＲＲ内の異なる断面位置における複数（例えば、１２０）のＣ断面画像のデータ
を、順に発生する。具体的には、自動再生範囲ＲＲ内の心臓像の長軸を抽出し、抽出した
長軸に所定間隔を開けて複数の視点を設定する。そして、視点間の方向ベクトルを法線ベ
クトルとする断面を、各視点に対して算出し、算出された各断面における断面画像のデー
タを発生する。
【００５３】
　発生された複数の断面画像のデータは、画像表示部２５により、再生開始直線ＳＬにお
ける断面画像から再生終了直線ＥＬにおける断面画像まで順次Ｃ断面画像表示領域に表示
される。この際、画像表示部２５は、断面画像を自動再生している間、種々のインジケー
タをＡ断面画像表示領域等に表示する。図１２は、Ａ断面画像表示領域に表示されるイン
ジケータを示す図である。図１２に示すように、表示している断面画像の断面位置を示す
マーカＭがＡ断面画像上に重ねて表示される。また、自動再生範囲ＲＲに近似した形状の
インジケータＩが表示される。このインジケータＩは、表示されるＣ断面画像の総数と、
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ジケータＩ上の位置は断面画像の断面位置に対応しており、インジケータＩの領域中、既
に表示された断面画像の位置に対応する領域は黒、表示されてない断面画像の位置に対応
する領域は白で表示される。
【００５４】
　上記構成により、超音波診断装置１は、Ａ断面画像又はＢ断面画像上に指定された自動
再生範囲内の複数のＣ断面画像を自動的に再生する。その結果、読影効率が向上する。
【００５５】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施形態における超音波診断装置の構成を示す図。
【図２】図１のボリュームデータ発生部により発生されるボリュームデータとＡ断面、Ｂ
断面、Ｃ断面との位置関係を示す図。
【図３】図１の画像表示部により表示される表示画面を示す図。
【図４】図１の断面画像発生部により発生される、収縮期及び拡張期におけるＡ断面画像
上の心臓像を例示する図。
【図５】図１の断面画像発生部により発生させる、収縮期及び拡張期におけるＣ断面画像
上の心臓像を例示する図。
【図６】本発明の第１実施形態に係る位置調整処理前と処理後におけるＣ断面画像を示す
図である。
【図７】第１実施形態に係る大きさ調整処理前と処理後におけるＣ断面画像を示す図であ
る。
【図８】本発明の第２実施形態に係る走査線密度変化処理を説明するための図。
【図９】本発明の第３実施形態に係り、図１の断面画像発生部により発生される収縮期と
拡張期とにおけるＣ断面画像上の心臓外壁の輪郭を示す図。
【図１０】本発明の第４実施形態に係り、Ａ断面画像に表示された再生開始直線ＳＬと再
生終了直線ＥＬとを示す図である。
【図１１】第４実施形態に係り、断面画像発生部により決定された自動再生範囲ＲＲを示
す図。
【図１２】第４実施形態に係り、Ａ断面画像表示領域に表示されるインジケータを示す図
である。
【符号の説明】
【００５７】
　１…超音波診断装置、１１…システム制御部、１３…超音波探触子、１５…送受信部、
１７…信号処理部、１９…ボリュームデータ発生部、２１…断面画像発生部、２３…画像
特定部、２５…画像表示部、２７…スキャン制御部、２９…操作部、３１…記憶部、４０
…医用画像表示装置
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